
　国民健康保険税の資産割額廃止による課税方法の見直しについての条例改正が町議会６月定例会
（６月３日開会）で議決され決定しました。
「芽室町国民健康保険税課税方法」については、パブリックコメント（意見募集）、見直し（案）の説
明を実施しました（すまいる４、５月号掲載）。
　提出されたご意見を紹介するとともに町の考え方（要旨）をお知らせします。

パブリックコメント結果（３件の意見が寄せられました）

めむろ まちづくり参加条例めむろ まちづくり参加条例

　

　
　

　　　　　☎

　

　　　　　☎

　

　
　

　　　　　☎

意見の一部（要旨） 町の考え方（要旨）

　土地と家屋については、固
定資産税を支払っているのに、
国保税まで資産割額を導入し
徴収するのは不平等だと思う。
資産割額の廃止に賛成だ。

　資産割額を廃止した場合の減額分は、所得割額だけでなく、平
等割額・均等割額も合わせて見直してはどうかとの意見がありま
したが、平等割額・均等割額を引き上げた場合、低所得者層への
影響が大きいと考えます。
　皆さんのご意見等をもとに検討した結果、資産割額を廃止し、
保険税の減額分については、所得割額の税率を上げて確保するこ
とになりました。（6月条例改正済み）
　なお、平成20年度当初賦課で、資産割額が課税された世帯は、
全体の60.2％になります。

　平成21年度の所得割額の税率は次のようになります。
・医 療 費 分 5.5％ ⇒　6.3％
・後期高齢者支援分 1.9％ ⇒　2.2％
・介 護 納 付 金 分 0.55％ ⇒　0.7％

　資産割額を廃止した場合の
減額分は所得割額を引き上げ
て確保するとしているが、均
等割額・平等割額・所得割額
の全体で見直してはどうか。

　資産割額が課税されている
世帯数は全体の何パーセント
なのか。


